
千葉市妊産婦歯科健診実施要綱 

                                                  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、妊産婦の口腔内の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法（昭和４

０年法律第１１４号）第１３条の規定により千葉市（以下「甲」という。）が一般社団法人

千葉市歯科医師会（以下「乙」という。）との契約に基づき実施する妊産婦歯科健診（以下｢歯

科健診｣という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

（１）妊婦 妊娠中の者をいう。 

（２）産婦 出産した日から１年未満の者をいう。 

（３）健診実施医師 乙会員である歯科医師の中から乙が推薦した者をいう。 

（実施対象者） 

第３条 歯科健診の対象者は、本市に住所を有する妊婦及び産婦とする。 

（実施方法） 

第４条 歯科健診の実施については、健診実施医師（以下「丙」という。）が行うものとする。 

２ 歯科健診は、妊婦１回及び産婦 1回とし、実施時期及び健診内容については別表１のとお

りとする。 

３ 歯科健診を受けようとする者は、妊婦歯科健診受診票（様式第１号）又は産婦歯科健診受

診票（様式第２号）（以下「受診票」という。）を丙が別途指定する日時に持参し、受診す

るものとする。 

（結果の記載及び事後指導） 

第５条 丙は、健診の結果を妊産婦歯科健診結果表に記載するものとする。 

２ 前項の結果を受けて、市長は、当該妊婦及び産婦に対し、必要に応じて保健指導を実施す

るものとする。 

（受診票の交付） 

第６条 受診票は３枚複写とし、１部は請求用（以下「受診票（請求用）」という。）、１部

は医療機関控用及び１部は母子健康手帳貼付用とする。 

２ 受診票の交付については、千葉市母子健康手帳取扱要領を準用し、転入者については、対

象となる時期の受診票を交付する。 

（費用の請求、審査、支払） 

第７条 丙が歯科健診を行った場合、これに要した費用（以下「歯科健診料」という。）は、

市長が審査支払に係る事務を委託した機関（以下「委託契約機関」という。）に請求するも

のとし、別途委託契約機関が定める送付書に受診票（請求用）を添えて送付する。 

２ 委託契約機関は、内容を審査し、丙からの受診票取り扱い枚数と歯科健診料を記載した請

求内訳書を添えて市長に請求するものとする。 

３ 委託契約機関は、市長から歯科健診料の支払いがあったときは、前項の請求内訳書に基づ

いて、指定金融機関を通じて丙に支払うものとする。 

４ 歯科健診料については、別に定める。 

５ 歯科健診料の審査及び支払いに対する事務の委託については、別に定める。 



（市民への周知） 

第８条 市長は、歯科健診の円滑な実施を図るため、市民への周知に配慮するものとする。 

（補 則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行するものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行するものとする。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により利用されている書類は、改正

後の様式によるものとしてみなす。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行するものとする。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により利用されている書類は、改正

後の様式によるものとしてみなす。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行するものとする。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により利用されている書類は、改正

後の様式によるものとしてみなす。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行するものとする。 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式により利用されている書類は、改正

後の様式によるものとしてみなす。 

 

 

別表１ （第４条第２項） 

対象者 実施時期 健診内容 

妊婦 妊娠中 
う蝕の有無、歯石の有無、歯周疾患の有無 

産婦 出産した日から１年未満 

 

 


